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地方公共団体の会計

普通会計

一般行政部門の会計

その他の会計
（公営事業会計）

公営企業会計

●水道事業　●交通事業　●電気事業　●ガス事業

●病院事業　●下水道事業　●宅地造成事業　など

後期高齢者医療
事業会計

介護保険
事業会計

など

国民健康保険
事業会計

地方財政の役割

地方公共団体の会計の決算統計上の分類

　都道府県や市町村は、学校教育や福祉・衛生、警察・消防、道路、下水道などの整備といったさまざまな行政分野の中心
的な担い手であり、国民生活に大きな役割を果たしています。
　ここでは、個々の地方公共団体の財政の集合である地方財政について、普通会計を中心として、平成21年度の決算の
状況、地方公共団体の財政健全化への取組などを紹介していきます。

　地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分経理されていますが、各団体の会計区分は一様ではないため、決
算統計では地方公共団体全体の財政の状況を明らかにするとともに地方公共団体相互間の比較を可能とする観点から、
統一的な方法により、一般行政部門の会計を普通会計として整理し、その他の会計（公営事業会計）と区分しています。
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国と地方の主な目的別歳出の割合（最終支出ベース）

目的別歳出の割合 国の割合

94％

どのような分野で地方の歳出割合が高いのでしょうか？

　国と地方を通じた歳出のうち、地方の歳出の割合が高いのは、主に、衛生、学校教育、警察・消防、社会教育などの日常
生活に関係の深い分野です。
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14％

57％ 43％

3.8％衛生費

8.7％学校教育費

4.0％司法警察消防費

3.0％社会教育費等

9.9％国土開発費

18.1％民生費（年金関係を除く）

1.8％国土保全費

2.0％住宅費等

7.9％商工費

18.9％公債費

1.9％農林水産業費

4％ 96％0.5％恩給費

5.9％民生費のうち年金関係

2.9％防衛費

8.0％一般行政費等

1％ 99％2.5％その他

39％ 61％0.2％災害復旧費等

地方の割合

保健所、ごみ・し尿処理等

小・中学校、幼稚園等

公民館、図書館、博物館等

都市計画、道路・橋りょう、公営住宅等

児童福祉、介護などの老人福祉、
生活保護等

河川海岸

戸籍、住民基本台帳等

国内総支出と地方財政

地方財政の規模は、国の財政に比べてどの程度なのでしょうか？

　地方財政の規模を国内総支出に占める割合でみると、地方政府が12.0％を占めており、中央政府の約2.6倍となって
います。

474兆402億円
国内総支出（名目）

財貨・サービスの純輸出
4兆281億円（0.8％）

民間部門 353兆6,652億円（74.6％）

政府部門 116兆3,468億円（24.5％）

●地方
 57兆612億円（12.0％）
●普通会計
 50兆3,471億円（10.6％）

●中央
 21兆8,656億円（4.6％）

●社会保障基金
 37兆4,200億円（7.9％）

家計部門
 290兆3,749億円

（61.3％）

企業部門
 63兆2903億円

（13.4％）

中央地方
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　歳入、歳出ともに２年連続で前年度決算額を上回っています。
　主な要因として、歳入については、国の経済対策等により、国庫支出金、地方交付税及び地方債（主に臨時財政対策
債）等が増加したこと、歳出については、国の経済対策等により、投資的経費、補助費等及び各種交付金の特定目的基金
への積立金等が増加したことが挙げられます。

決算規模

　実質単年度収支は２年連続黒字となり、単年度収支は３年ぶりに黒字となっています。

決算収支

（注1） 実質単年度収支は、単年度収支に、財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩し額を差し引いた額をいいます。　　
 単年度収支は、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいいます。
 実質収支は、歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額をいいます。
（注2） 赤字の団体数は、一部事務組合及び広域連合を含まず、（　）内は、一部事務組合及び広域連合を含む団体数です。

0
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100（兆円）998,878

976,738971,702

948,394

929,365

906,973
915,283

892,106

911,814

891,476

922,135

983,657億円

961,064億円

896,915

歳出歳入

区　分

実質単年度収支

単年度収支

実質収支

決算期

21年度

 2,382億円

 1,720億円

1兆4,447億円

 1,828億円

 △784億円

1兆2,797億円

 440 （1,004）

 579 （1,153）

 13 （13）

 611 （1,315）

 843 （1,539）

 19 （19）

20年度20年度 21年度

赤字の団体数 

平成9 14 17 18 19 20 21 （年度）

地方財政の現状

歳入

　地方税（主に法人関係二税）が減少する一方で、地方交付税、地方債（主に臨時財政対策債）等が増加しました。また、国
の経済対策の実施により国庫支出金が増加したことから、歳入総額は6兆1,522億円増加し、２年連続の増加となりました。

1

歳出

　人件費、公債費が減少する一方で、国の経済対策等により投資的経費やその他の経費（主に補助費等）が増加したこと
から、歳出総額は6兆4,150億円増加し、２年連続の増加となりました。

2

平成21年度決算の概況
国の経済対策等により、歳入・歳出ともに増加しました。

98兆3,657億円（前年度比6兆1,522億円、6.7％増）

96兆1,064億円（前年度比6兆4,150億円、7.2%増）

財政構造の弾力性

　経常収支比率は集計開始以来最も高い値を示し、依然として高い水準での推移が続いています。

3

普通会計が負担すべき借入金残高の推移

　依然として高い水準で推移しています。

4

（注1） 企業債現在高（普通会計負担分）は、決算統計をベースとした推計値です。
（注2） 地方債現在高は、特定資金公共投資事業債を除いた額です。
（注3） 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものです。したがって、その内訳は合計と一致しない場合があります。 

（％）

（兆円）

96

94

92

90

88

86

84

87.5 86.4 87.5
90.3 89.0

91.5 91.4 91.4
93.4 92.8 93.8

平成11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21（年度）

0

50

100

150

200

交付税特別会計借入金残高

地方債現在高

企業債現在高
（普通会計負担分）

平成9 14 17 18 19 20 21（年度末）

150

111

23
15

193

134

31
28

201

140

34
28

200

139

34
27

199

138

34
27

197

137

34
26

198

139

34
25

�



　歳入、歳出ともに２年連続で前年度決算額を上回っています。
　主な要因として、歳入については、国の経済対策等により、国庫支出金、地方交付税及び地方債（主に臨時財政対策
債）等が増加したこと、歳出については、国の経済対策等により、投資的経費、補助費等及び各種交付金の特定目的基金
への積立金等が増加したことが挙げられます。

決算規模

　実質単年度収支は２年連続黒字となり、単年度収支は３年ぶりに黒字となっています。

決算収支

（注1） 実質単年度収支は、単年度収支に、財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩し額を差し引いた額をいいます。　　
 単年度収支は、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいいます。
 実質収支は、歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額をいいます。
（注2） 赤字の団体数は、一部事務組合及び広域連合を含まず、（　）内は、一部事務組合及び広域連合を含む団体数です。

0

85

90

95

100（兆円）998,878

976,738971,702

948,394

929,365

906,973
915,283

892,106

911,814

891,476

922,135

983,657億円

961,064億円

896,915

歳出歳入

区　分

実質単年度収支

単年度収支

実質収支

決算期

21年度

 2,382億円

 1,720億円

1兆4,447億円

 1,828億円

 △784億円

1兆2,797億円

 440 （1,004）

 579 （1,153）

 13 （13）

 611 （1,315）

 843 （1,539）

 19 （19）

20年度20年度 21年度

赤字の団体数 

平成9 14 17 18 19 20 21 （年度）

地
方
財
政
の
動
向
と
課
題

�

地
方
財
政
の
役
割

地
方
財
政
の
現
状



　歳入総額に占める一般財源の割合は、地方税及び地方特例交付金等の減少により、前年度に比べ低下し約54％と
なっています。

歳入内訳の推移2

平成9年度
純  計  99.9兆円

純  計  97.2兆円

純  計  92.9兆円

純  計  91.5兆円

純  計  91.2兆円

純  計  98.4兆円

純  計  92.2兆円

地方譲与税1.1％（1.1兆円）

地方譲与税0.7％（0.6兆円）

地方譲与税2.0％（1.8兆円）

地方特例交付金等0.9％（0.9兆円）

地方特例交付金等1.6％（1.5兆円）

地方譲与税4.1％（3.7兆円） 地方特例交付金等0.9％（0.8兆円）

地方譲与税0.8％（0.7兆円） 地方特例交付金等0.3％（0.3兆円）

地方譲与税0.7％（0.7兆円） 地方特例交付金等0.6％（0.5兆円）

地方譲与税1.3％（1.3兆円） 地方特例交付金等0.5％（0.5兆円）

（注） 「国庫支出金」には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金を含めています。

全  国

平成14年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成21年度

平成20年度

地方税
36.2％（36.2兆円）

地方税
34.4％（33..4兆円）

地方交付税
17.1％（17.1兆円）

地方交付税
20.1％（19.5兆円）

国庫支出金
14.4％

（14.4兆円）

国庫支出金
13.6％

（13.2兆円）

地方債
14.1％

（14.1兆円）

地方債
13.7％

（13.3兆円）

その他
17.1％

（17.1兆円）

その他
16.7％

（16.3兆円）

国庫支出金
12.8％

（11.9兆円）

地方債
11.2％

（10.4兆円）

その他
16.7％

（15.5兆円）

一般財源54.4％（54.4兆円）

一般財源56.0％（54.5兆円）

地方税
37.4％（34.8兆円）

地方交付税
18.2％（17.0兆円）

一般財源59.3％（55.1兆円）

国庫支出金
11.5％

（10.5兆円）

地方債
10.5％
（9.6兆円）

その他
15.7％

（14.4兆円）

地方税
39.9％（36.5兆円）

地方交付税
17.5％（16.0兆円）

一般財源62.3％（57.0兆円）

国庫支出金
11.3％

（10.3兆円）

地方債
10.5％
（9.6兆円）

その他
16.2％

（14.8兆円）

地方税
44.2％（40.3兆円）

地方交付税
16.7％（15.2兆円）

一般財源62.0％（56.5兆円）

国庫支出金
12.7％

（11.7兆円）

地方債
10.8％
（9.9兆円）

その他
15.6％

（14.4兆円）

地方税
42.9％（39.6兆円）

地方交付税
16.7％（15.4兆円）

一般財源60.9％（56.2兆円）

国庫支出金
17.1％

（16.8兆円）

地方債
12.6％

（12.4兆円）

その他
16.6％

（16.4兆円）

地方税
35.8％（35.2兆円）

地方交付税
16.1％（15.8兆円）

一般財源53.6％（52.8兆円）

一般財源

98兆3,657億円
純  計

50兆9,682億円
都道府県

53兆5,547億円
市町村

一般財源
52兆7,618億円（53.6％）

●地方税
　35兆1,830億円（35.8％）
●地方譲与税
　1兆2,966億円（1.3％）
●地方特例交付金等
　4,620億円（0.5％）

●その他
　16兆4,426億円（16.7％）
●地方債
　12兆3,960億円（12.6％）
●国庫支出金
　16兆7,653億円（17.0％）

●その他
　8兆9,751億円（17.6％）
●地方債
　7兆7,557億円（15.2％）
●国庫支出金
　8兆5,168億円（16.7％）

●その他
　11兆8,876億円（22.2％）
●地方債
　4兆6,669億円（8.7％）
●国庫支出金
　8兆2,485億円（15.4％）

●地方交付税
　15兆8,202億円（16.1％）

一般財源
28兆7,517億円（53.7％）

●地方交付税
　8兆1,841億円（16.1％）
●その他の一般財源
　14億円（0.0％）

一般財源
25兆7,207億円（50.5％）

●地方税
　16兆5,088億円（32.4％）
●地方譲与税
　8,103億円（1.6％）
●地方特例交付金等
　2,160億円（0.4％）

●地方税
　18兆6,741億円（34.9％）

●地方特例交付金等
　2,460億円（0.5％）

●地方譲与税
　4,863億円（0.9％）

●地方交付税
　7兆6,361億円（14.3％）
●その他の一般財源
　1兆7,093億円（3.2％）

　地方公共団体の歳入に占める割合は、地方税（約36％）、国庫支出金、地方交付税、地方債の順になっています。

　地方税や、地方交付税のように、使途が特定されていない財源を一般財源と呼んでいます。ここでは、地方税、地方譲与
税、地方交付税及び地方特例交付金等の合計額を一般財源として扱っています。地方公共団体が、さまざまな行政ニーズ
に適切に対応するためには、この一般財源の確保が重要になります。

歳入内訳の構成

歳入
行政活動のためのお金は、どこから来ているのでしょうか？

1

（注1） ここでは普通会計を中心に扱います（上下水道、交通、病院などの「公営企業」は、「地方公営企業」で紹介します）。 
（注2） 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものです。したがって、その内訳は合計と一致しない場合があります。 

地方譲与税 ： 国税として徴収され、地方公共団体に譲与される税で、地方揮発油譲与税などがあります。

地方特例交付金等 ： 18年度及び19年度の児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための児童手当特例交付金などがあります。

地方交付税 ： 国税5税の一定割合の額で、地方公共団体の税源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するため
　　　　　　の地方共有の固有財源です（詳しくは11ページ｢4地方交付税｣をご覧ください）。

国庫支出金 ： 国が地方に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等の総称です。

地方債 ： 地方公共団体の債務のうち、その履行が一会計年度を超えて行われるものをいいます。 

�



　歳入総額に占める一般財源の割合は、地方税及び地方特例交付金等の減少により、前年度に比べ低下し約54％と
なっています。

歳入内訳の推移2

平成9年度
純  計  99.9兆円

純  計  97.2兆円

純  計  92.9兆円

純  計  91.5兆円

純  計  91.2兆円

純  計  98.4兆円

純  計  92.2兆円

地方譲与税1.1％（1.1兆円）

地方譲与税0.7％（0.6兆円）

地方譲与税2.0％（1.8兆円）

地方特例交付金等0.9％（0.9兆円）

地方特例交付金等1.6％（1.5兆円）

地方譲与税4.1％（3.7兆円） 地方特例交付金等0.9％（0.8兆円）

地方譲与税0.8％（0.7兆円） 地方特例交付金等0.3％（0.3兆円）

地方譲与税0.7％（0.7兆円） 地方特例交付金等0.6％（0.5兆円）

地方譲与税1.3％（1.3兆円） 地方特例交付金等0.5％（0.5兆円）

（注） 「国庫支出金」には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金を含めています。

全  国

平成14年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成21年度

平成20年度

地方税
36.2％（36.2兆円）

地方税
34.4％（33..4兆円）

地方交付税
17.1％（17.1兆円）

地方交付税
20.1％（19.5兆円）

国庫支出金
14.4％

（14.4兆円）

国庫支出金
13.6％

（13.2兆円）

地方債
14.1％

（14.1兆円）

地方債
13.7％

（13.3兆円）

その他
17.1％

（17.1兆円）

その他
16.7％

（16.3兆円）

国庫支出金
12.8％

（11.9兆円）

地方債
11.2％

（10.4兆円）

その他
16.7％

（15.5兆円）

一般財源54.4％（54.4兆円）

一般財源56.0％（54.5兆円）

地方税
37.4％（34.8兆円）

地方交付税
18.2％（17.0兆円）

一般財源59.3％（55.1兆円）

国庫支出金
11.5％

（10.5兆円）

地方債
10.5％
（9.6兆円）

その他
15.7％

（14.4兆円）

地方税
39.9％（36.5兆円）

地方交付税
17.5％（16.0兆円）

一般財源62.3％（57.0兆円）

国庫支出金
11.3％

（10.3兆円）

地方債
10.5％
（9.6兆円）

その他
16.2％

（14.8兆円）

地方税
44.2％（40.3兆円）

地方交付税
16.7％（15.2兆円）

一般財源62.0％（56.5兆円）

国庫支出金
12.7％

（11.7兆円）

地方債
10.8％
（9.9兆円）

その他
15.6％

（14.4兆円）

地方税
42.9％（39.6兆円）

地方交付税
16.7％（15.4兆円）

一般財源60.9％（56.2兆円）

国庫支出金
17.1％

（16.8兆円）

地方債
12.6％

（12.4兆円）

その他
16.6％

（16.4兆円）

地方税
35.8％（35.2兆円）

地方交付税
16.1％（15.8兆円）

一般財源53.6％（52.8兆円）
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道府県税収入額の推移

市町村税収入額の推移

（注1） （　）内の数値は、市町村民税の構成比です。
（注2） 市町村税収入額は、東京都が徴収した市町村税相当額を含めています。

（注） （　）内の数値は、事業税及び道府県民税の構成比です。

　景気の悪化に伴う法人関係二税（法人住民税、法人事業税）の減少により、道府県税は前年度と比べて減収となってい
ます。また、市町村税も法人市町村民税及び個人市町村民税の減少により前年度と比べて減収となっています。
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（兆円）

（兆円）
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2

0

20
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22

16

14

12

10

8

6

4

2

0

平成 9 14 17 18 19 20 21（年度）

平成 9 14 17 18 19 20 21（年度）

32.3

1.8
5.4
4.9
1.7
11.4

3.8
8.9
1.6

（34.1％）（34.1％）

（28.2％）（28.2％） （25.0％）（25.0％） （23.5％）（23.5％） （24.4％）（24.4％）
（33.3％）（33.3％）

（34.8％）（34.8％）

（39.3％）（39.3％）

（26.6％）（26.6％）
（32.3％）（32.3％）

（34.2％）（34.2％）

（31.2％）（31.2％）
（30.2％）（30.2％）

（19.8％）（19.8％）

18.8 16.8 16.0 16.6

25.8 27.8 33.5%

1.1%
4.7%

18.4%

1.4%

16.5%

2.8%
1.7%
11.3%
1.6%
5.6%
1.4%

1.1
5.9

29.0

1.2

2.5

13.8

1.5

9.4
2.0
5.1
0.7

1.1
6.3

30.0

1.2

13.8

2.6
1.5
9.2
2.3
5.5
0.6

1.0
6.8

32.9

1.3

16.1

3.0
1.7
10.6
2.8
6.4
0.8

1.2
6.3

30.9

1.4

16.8

3.1
1.8
11.5
3.0
7.1
0.9

2.9
5.3

25.0

1.6

17.6

3.8
2.0
12.8
3.0
8.3
0.9

3.0
6.4

149,478
138,035

152,269
163,243

186,642
179,280

146,545億円 その他

軽油引取税

自動車取得税

自動車税
道府県たばこ税

不動取得税
地方消費税

その他
都市計画税
市町村たばこ税

固定資産税

個人分

法人分

個人分
法人分

法人分

利子割

個人分

事業税

道府県民税

市町村民税

11.9

41.6

3.8
6.3
2.5

（45.8％）（45.8％）
（39.7％）（39.7％）

（41.7％）（41.7％）
（45.0％）（45.0％） （47.7％）（47.7％） （47.1％）（47.1％） （44.4％）（44.4％）

33.8
30.1 29.1

30.9
33.8 34.4 35.8%

8.6%

6.0%
3.7%

43.2%

2.7%

12.7

41.0

3.7
5.7
2.5

14.0

40.4

3.9
5.6
2.4

14.1

42.5

4.3
5.9
2.3

12.6

45.3

4.3
6.3
2.4

9.6

46.8

4.2
6.7
2.6

212,077
195,750 195,775 201,819

216,026 216,305
205,284億円

道府県税の税収の構成（平成21年度決算）

市町村税の税収の構成（平成21年度決算）

　地方税は、道府県税と市町村税とに分かれます（東京都の特別区については、都が市町村税の一部を課税しています）。

地方税3

事業税
2兆9,048億円（19.8％）

14兆6,545億円
総  額

道府県民税
5兆7,663億円（39.3％）

●利子割
　1,651億円（1.1％）

●法人分
　6,868億円（4.7％）

●法人分
　2兆7,011億円（18.4％）
●個人分
　2,037億円（1.4％）

●不動産取得税
　4,042億円（2.8％）
●軽油引取税
　8,147億円（5.6％）
●自動車税
　1兆6,544億円（11.3％）
●地方消費税
　2兆4,131億円（16.5％）

●自動車取得税
　2,310億円（1.6％）

●その他
　2,163億円（1.4％）

●道府県たばこ税
　2,497億円（1.7％）

20兆5,284億円
総  額

市町村民税
9兆1,241億円（44.4％）

●個人分
　7兆3,489億円（35.8％）

●都市計画税
　1兆2,325億円（6.0％）

●固定資産税
　8兆8,744億円（43.2％）

●その他
　5,308億円（2.7％）

●市町村たばこ税
　7,666億円（3.7％）

●個人分
　4兆9,143億円（33.5％）

●法人分
　1兆7,752億円（8.6％）

（注）市町村税収入額は、東京都が徴収した市町村税相当額を含めています。
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道府県税収入額の推移

市町村税収入額の推移

（注1） （　）内の数値は、市町村民税の構成比です。
（注2） 市町村税収入額は、東京都が徴収した市町村税相当額を含めています。

（注） （　）内の数値は、事業税及び道府県民税の構成比です。

　景気の悪化に伴う法人関係二税（法人住民税、法人事業税）の減少により、道府県税は前年度と比べて減収となってい
ます。また、市町村税も法人市町村民税及び個人市町村民税の減少により前年度と比べて減収となっています。
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（注1） 基準財政需要額は、各地方公共団体の合理的かつ妥当な水準における財政需要として算定されるものであり、義務教育や生活保護、公共事業等の国庫負担金事
業の地方負担を算入することが義務づけられています。なお、平成13年度からは、基準財政需要額の一部を地方財政法第5条の特例地方債（臨時財政対策債）に振
り替えることとしています。

（注2） 標準的な地方税収入には、当該団体が独自に課税する「法定外普通税・法定外目的税」、地方税法に規定する標準税率を超えて行う「超過課税」の額は算入されま
せん。

基準財政需要額 基準財政収入額 普通交付税額

単位費用

×

測定単位
（国勢調査人口等）

×

補正係数
（段階補正等）

基準財政需要額

－

基準財政収入額

標準的な地方税収入

×

算入率（75％）

＋

地方譲与税等

　本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源は、それぞれの地方公共団体がその住民から徴収した地方税で賄
うのが理想ですが、税源の地域的なアンバランスがあり、多くの地方公共団体が必要な税収を確保できません。そこで、本来
地方の税収入とすべき財源を国が代わって徴収し、財政力の弱い地方公共団体に対して、地方交付税として再配分してい
ます。

地方交付税総額の決定

　地方交付税の総額は、国税の一定割合（所得税・酒税の32％、法人税の34％、消費税の29.5％、たばこ税の25％）を基
本としつつ、地方財政全体の標準的な歳入、歳出の見積もりに基づき総額が決定されます。
　平成21年度における地方交付税総額は15兆8,202億円、対前年度比2.7％増となっています。

地方交付税4

1

各地方公共団体の普通交付税の算定方式

　次のような仕組みで各地方公共団体の普通交付税の額が算定されています。

2

地方税収の人口1人当たり税収額の指数（全国平均を100とした場合）

北 海 道
青 森 県
岩 手 県
宮 城 県
秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
栃 木 県
群 馬 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 都
神奈川県
新 潟 県
富 山 県
石 川 県
福 井 県
山 梨 県
長 野 県
岐 阜 県
静 岡 県
愛 知 県
三 重 県
滋 賀 県
京 都 府
大 阪 府
兵 庫 県
奈 良 県
和歌山県
鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県
広 島 県
山 口 県
徳 島 県
香 川 県
愛 媛 県
高 知 県
福 岡 県
佐 賀 県
長 崎 県
熊 本 県
大 分 県
宮 崎 県
鹿児島県
沖 縄 県
全国平均

平成21年度
決 算 額

（注1） 「最大/最少」は、各都道府県ごとの人口1人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値です。
（注2） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものです。また、地方消費税清算後の数値となっています。
（注3） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税（均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除いています。
（注4） 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税の合計額であり、超過課税分を除いています。
（注5） 固定資産税の税収額は道府県分を含み、超過課税分を除いています。
（注6） 人口は、平成22年3月31日現在の住民基本台帳人口です。 
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個人住民税
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地方法人二税
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固定資産税
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地方消費税（清算後）
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 70.6
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 71.6
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　地域のニーズに応じた行政サービスを自らの責任と判断で実施できるよう、税源の偏在度が小さく税収の安定性を備えた
地方税体系を構築することが必要です。
　地方税収について、全国平均を100として、都道府県別に人口一人あたりの税収額を比較してみると、東京都が最も大き
く、沖縄県が最も小さく、約2.7倍の格差となっています。
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（注1） 基準財政需要額は、各地方公共団体の合理的かつ妥当な水準における財政需要として算定されるものであり、義務教育や生活保護、公共事業等の国庫負担金事
業の地方負担を算入することが義務づけられています。なお、平成13年度からは、基準財政需要額の一部を地方財政法第5条の特例地方債（臨時財政対策債）に振
り替えることとしています。

（注2） 標準的な地方税収入には、当該団体が独自に課税する「法定外普通税・法定外目的税」、地方税法に規定する標準税率を超えて行う「超過課税」の額は算入されま
せん。

基準財政需要額 基準財政収入額 普通交付税額

単位費用

×

測定単位
（国勢調査人口等）

×

補正係数
（段階補正等）

基準財政需要額

－

基準財政収入額

標準的な地方税収入

×

算入率（75％）

＋

地方譲与税等

　本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源は、それぞれの地方公共団体がその住民から徴収した地方税で賄
うのが理想ですが、税源の地域的なアンバランスがあり、多くの地方公共団体が必要な税収を確保できません。そこで、本来
地方の税収入とすべき財源を国が代わって徴収し、財政力の弱い地方公共団体に対して、地方交付税として再配分してい
ます。

地方交付税総額の決定

　地方交付税の総額は、国税の一定割合（所得税・酒税の32％、法人税の34％、消費税の29.5％、たばこ税の25％）を基
本としつつ、地方財政全体の標準的な歳入、歳出の見積もりに基づき総額が決定されます。
　平成21年度における地方交付税総額は15兆8,202億円、対前年度比2.7％増となっています。

地方交付税4

1

各地方公共団体の普通交付税の算定方式

　次のような仕組みで各地方公共団体の普通交付税の額が算定されています。

2
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方
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目的別歳出決算額の構成（平成21年度）

民生費 ： 児童、高齢者、心身障害者等のための福祉施設の整備・運営・生活保護の実施等の費用

教育費 ： 学校教育、社会教育などに使われる費用

土木費 ： 道路、河川、住宅、公園など各種の公共施設の建設整備の費用

公債費 ： 借入金の元金・利子などの支払いの費用

　使われた費用を目的別に分類すると、民生費、教育費、土木費などに多くの財源が使われています。都道府県では、教育
費、民生費、土木費の順、市町村では、民生費、総務費、土木費の順となっています。

目的別分類

歳出
何に使われているのでしょうか？

1

民生費

教育費

土木費

公債費

総務費

商工費

衛生費

農林水産業費

その他

197,679（億円）

164,380

132,920

128,846

107,184

65,750

59,715
35,530
69,060

67,636（億円）

109,262

66,092

66,071

34,660

42,861

18,632
26,252

70,987

148,391（億円）

55,634

68,863

63,484

79,271

23,335

42,448
13,121
25,637

96兆1,064億円
純  計

構成比
▼

50兆2,453億円
都 道 府 県

構成比
▼

構成比
▼

52兆184億円
市 町 村

20.6%

17.1%

13.8%

13.4%

11.2%

6.8%

6.2%
3.7%
7.2%

13.5%

21.7%

13.2%

13.1%

6.9%

8.5%

3.7%
5.2%

14.2%

28.5%

10.7%

13.2%

12.2%

15.2%

4.5%

8.2%
2.5%
5.0%

●市町村の歳入総額に占める一般財源の割合の分布状況 

（注） 「中都市」とは、政令指定都市、中核市及び特例市以外の市のうち人口10万人以上の市をいい、「小都市」とは同じく人口10万人未満の市をいいます。

0

100（%）

80

60

40

20

中都市 小都市 町村 町村
（人口1万人以上） （人口1万人未満）

4.2
0.5
11.9

40.4

3.9
0.4
24.6

29.0 27.6

14.3 地方税

57.0％ 57.8％ 59.8％ 58.1％
4.0
0.4
27.8

2.9
0.2
40.7 地方交付税

地方譲与税等

歳入総額に占める
一般財源の割合

一般財源

地方特例交付金等

地方交付税の機能

　地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも標準的な行政サービスや基本的な
社会資本が提供できるように財源を保障するためのものです。
　地方交付税による財源調整が働いている結果、歳入総額に占める一般財源の割合は、人口規模等による大きな違いは
生じていません。

3

12



目的別歳出決算額の構成（平成21年度）

民生費 ： 児童、高齢者、心身障害者等のための福祉施設の整備・運営・生活保護の実施等の費用

教育費 ： 学校教育、社会教育などに使われる費用

土木費 ： 道路、河川、住宅、公園など各種の公共施設の建設整備の費用

公債費 ： 借入金の元金・利子などの支払いの費用

　使われた費用を目的別に分類すると、民生費、教育費、土木費などに多くの財源が使われています。都道府県では、教育
費、民生費、土木費の順、市町村では、民生費、総務費、土木費の順となっています。

目的別分類

歳出
何に使われているのでしょうか？

1

民生費

教育費

土木費

公債費

総務費

商工費

衛生費

農林水産業費

その他

197,679（億円）

164,380

132,920

128,846

107,184

65,750

59,715
35,530
69,060

67,636（億円）

109,262

66,092

66,071

34,660

42,861

18,632
26,252

70,987

148,391（億円）

55,634

68,863

63,484

79,271

23,335

42,448
13,121
25,637

96兆1,064億円
純  計

構成比
▼

50兆2,453億円
都 道 府 県

構成比
▼

構成比
▼

52兆184億円
市 町 村

20.6%

17.1%

13.8%

13.4%

11.2%

6.8%

6.2%
3.7%
7.2%

13.5%

21.7%

13.2%

13.1%

6.9%

8.5%

3.7%
5.2%

14.2%

28.5%

10.7%

13.2%

12.2%

15.2%

4.5%

8.2%
2.5%
5.0%
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目的別歳出構成の推移（普通会計純計）

単位 ： 平成9年度を100としたときの比率
　近年、農林水産業費、土木費などが減少する一方、民生費、公債費などが増加しています。

0 15010050

98

98

96

80

83
93

94
127

102
133
137

144

126

123

122

125

155
151

157
147

110

97

81
77

87

89
75

55

62
87

98

53

63
92

91

112
107

101

123

総務費
民生費

衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
教育費
公債費

歳出合計

平成 9 年度

平成 14 年度

平成 19 年度

平成 21 年度

うち社会福祉費
うち老人福祉費
うち児童福祉費

うち清掃費

総務費
民生費

衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
教育費
公債費

歳出合計

うち社会福祉費
うち老人福祉費
うち児童福祉費

うち清掃費

総務費
民生費

衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
教育費
公債費

歳出合計

うち社会福祉費
うち老人福祉費
うち児童福祉費

うち清掃費

総務費
民生費

衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
教育費
公債費

歳出合計

86,889
127,215
34,852
38,704
35,253
67,223
27,999
64,751
53,742
213,304
187,901
103,067
976,738

107,184
197,679
52,509
57,068

55,497
59,715

21,038
35,530

65,750
132,920

164,380
128,846

961,064

（億円）

うち社会福祉費
うち老人福祉費
うち児童福祉費

うち清掃費

200

民生費の目的別内訳

教育費の目的別内訳

土木費の目的別内訳

28.1%

19兆7,679億円

55,497

28.9%57,068（億円）

26.6%52,509

16.4%
0.1%

32,501

純  計
構成比
▼

17.9%

6兆7,636億円
都 道 府 県

12,086

44.9%30,391（億円）

33.3%

3.7%
0.1%

22,547

2,535

構成比
▼

33.1%

構成比
▼

14兆8,391億円
市 町 村

49,117

20.5%30,448（億円）

25.9%38,387

20.5%
0.0%

30,404
36

老人福祉費

児童福祉費

社会福祉費

生活保護費

災害救助費 77103

30.2%

16兆4,380億円

49,668（億円）

17.5%28,725

16.2%26,686
13.8%22,721
7.4%12,087
7.3%12,034
7.6%12,459

純  計
構成比
▼

32.7%

10兆9,262億円
都 道 府 県

35,718（億円）

18.8%20,549

18.2%19,835
19.2%20,971

8.5%9,401
1.6%1,731
1.0%1,057

構成比
▼

25.2%

構成比
▼

5兆5,634億円
市 町 村

13,994（億円）

14.8%8,206
12.7%7,070
3.1%1,752
20.0%11,105
18.7%10,418

5.5%3,089

小学校費

中学校費

保健体育費

社会教育費

教育総務費

高等学校費

その他

港湾費

その他

河川海岸費

住宅費

36.8%

13兆2,920億円

48,979（億円）

33.0%43,903

11.0%14,686
8.9%

6.5%

11,773
3.8%5,0075,007

純  計
構成比
▼

19.7%

6兆6,092億円
都 道 府 県

13,011（億円）

40.2%26,555

19.7%
9.2%

13,022
6,108

5.0%3,2883,288

構成比
▼

53.3%

構成比
▼

6兆8,863億円
市 町 村

36,722（億円）

25.8%17,799
2.7%1,830
8.5%5,883
2.9%2,0282,028

都市計画費

道路橋りょう費

8,572 6.2% 6.8%4,6014,108
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目的別歳出構成の推移（普通会計純計）

単位 ： 平成9年度を100としたときの比率
　近年、農林水産業費、土木費などが減少する一方、民生費、公債費などが増加しています。
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97

81
77

87

89
75

55

62
87

98

53

63
92

91

112
107

101

123

総務費
民生費

衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
教育費
公債費

歳出合計

平成 9 年度

平成 14 年度

平成 19 年度

平成 21 年度

うち社会福祉費
うち老人福祉費
うち児童福祉費

うち清掃費

総務費
民生費

衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
教育費
公債費

歳出合計

うち社会福祉費
うち老人福祉費
うち児童福祉費

うち清掃費

総務費
民生費

衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
教育費
公債費

歳出合計

うち社会福祉費
うち老人福祉費
うち児童福祉費

うち清掃費

総務費
民生費

衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
教育費
公債費

歳出合計

86,889
127,215
34,852
38,704
35,253
67,223
27,999
64,751
53,742
213,304
187,901
103,067
976,738

107,184
197,679
52,509
57,068

55,497
59,715

21,038
35,530

65,750
132,920

164,380
128,846

961,064

（億円）

うち社会福祉費
うち老人福祉費
うち児童福祉費

うち清掃費
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人件費の推移

人件費の項目別内訳

212019181716151413平成12 （年度）
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157,915 157,978 156,296
153,443 152,176 150,086 150,113 150,869

147,297
142,862

268,775 268,383
263,942

259,323
256,133

252,643 251,353 252,563
246,052

239,756

110,860 110,405 107,646 105,879 103,957 102,557 101,240 101,694
98,755 96,895

市町村

純  計

都道府県

23兆9,756億円
純  計

14兆2,862億円
都道府県

9兆6,895億円
市町村

69.9％
職員給

16兆7,631億円

13.9％
地方公務員共済組合等負担金
3兆3,306億円

11.3％退職金

その他
2兆7,161億円

14.5％2兆778億円

10.0％1兆4,293億円

13.3％1兆2,868億円

12.9％1兆2,528億円

4.9％1兆1,658億円

46.3％
基本給
11兆994億円

23.6％
その他

5兆6,637億円
24.7％
3兆5,206億円 22.1％

2兆1,431億円

48.2％
6兆8,870億円

43.5％
4兆2,124億円

72.9％
10兆4,076億円 65.6％

6兆3,555億円

2.6％3,715億円 8.2％7,944億円

性質別歳出決算額の構成（平成21年度決算）
義務的経費
45兆9,152億円（47.8％）

投資的経費
14兆5,185億円（15.1％）

●単独事業費
　7兆2,003億円（7.5％）
●補助事業費
　5兆8,994億円（6.1％）

●普通建設事業費
　14兆3,809億円（15.0％）

●人件費
　23兆9,756億円（24.9％）
●扶助費
　9兆863億円（9.5％）
●公債費
　12兆8,532億円（13.4％）

96兆1,064億円
純  計

その他
35兆6,727億円
（37.1％）

その他
20兆6,961億円
（41.1％）

投資的経費
7兆7,661億円（15.5％）

●単独事業費
　3兆1,756億円（6.3％）
●補助事業費
　3兆3,549億円（6.7％）

●普通建設事業費
　7兆6,890億円（15.3％）

義務的経費
21兆7,831億円（43.4％）

●人件費
　14兆2,862億円（28.4％）
●扶助費
　9,143億円（1.8％）
●公債費
　6兆5,827億円（13.1％）

50兆2,453億円
都 道 府 県

投資的経費
7兆3,411億円（14.1％）

●単独事業費
　4兆2,566億円（8.2％）
●補助事業費
　2兆7,208億円（5.2％）

●普通建設事業費
　7兆2,663億円（14.0％）

義務的経費
24兆2,026億円（46.5％）

●人件費
　9兆6,895億円（18.6％）
●扶助費
　8兆1,720億円（15.7％）
●公債費
　6兆3,411億円（12.2％）

52兆184億円
市 町 村

その他
20兆4,747億円
（39.4％）

　使われた費用を性質別に分類すると、支出が義務づけられ、任意に削減することが困難な「義務的経費」（人件費、扶助
費及び公債費）、普通建設事業費などに充てられる「投資的経費」、「その他の経費」に分けることができます。

性質別分類

使われた費用はどのような性質のものでしょうか？
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